様式第11号（第10条の10関係）

	産業廃棄物処理業
	廃止
	届出書

	　　年　　月　　日

　栃木県知事　様

届出者

〒　
住　所　
氏　名　

（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）

電話番号　　　　（　　　）　　　　　

ＦＡＸ　　　　　（　　　）　　　　　

　　　　　年　　月　　日付け第　　　　　　　　　　　号で許可を受けた産業廃棄物処理業に係る

	以下の事項について
	廃止
	したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の２第３項において

	準用する同法第７条の２第３項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。

	
	新
	旧

	廃止した事業の内容（規則第10条の10第１項第２号に掲げる事項を除く。）
	
	

	変更した事項の内容（規則第10条の10第１項第２号に掲げる事項）

	
	（変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資をしている者の変更

	
	（ふりがな）

名　　称
	（ふりがな）

住　　所

	
	
	

	
	（変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代理人が法人である場合の当該法人の役員を含む）、株主、出資をしている者及び使用人の変更

	
	（ふりがな）
	生年月日
	本　　　　籍

	
	氏　　　　名
	役職名・呼称
	住　　　　所（ふりがな）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	廃止の理由
	

	備考

１　この届出書は，廃止又は変更の日から10日（法人で規則第10条の10第３項第１号又は第２号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日）以内に提出すること。

２　各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、この様式の例により作成した書面を添付すること｡


産業廃棄物収集運搬業の廃止届に係る添付書類一覧表
　○廃止届は、当該廃止の日から10日以内（商業登記事項証明書が必要な変更届にあっては30日以内）

に提出すること。
	　変　更　内　容
	提　　出　　書　　類

	事業の全部又は一部の廃止
	①許可証（原本）
※事業の一部の廃止の場合は許可証の書換を行うので、書換後の許可証の郵送を希望する場合は宛名を記入したレターパックプラスを同封すること。


○提出先
①主たる事務所又は事業場を栃木県内（宇都宮市内を除く）に有する場合又は処理施設（積替保管施設を含む）を栃木県内（宇都宮市内を除く）に有する場合には、所在地を管轄する環境森林事務所又は環境管理事務所
②上記以外の場合には、資源循環推進課
	提出先
	住所及び電話番号
	所管区域

	県西環境森林事務所
　環境部環境対策課
	〒321-1263
日光市瀬川51-9
0288-23-1000
	鹿沼市、日光市

	県東環境森林事務所
　環境部環境対策課
	〒321-4305
真岡市荒町116-1
0285-81-9002
	真岡市、上三川町、益子町、茂木町、
市貝町、芳賀町

	県北環境森林事務所
　環境部環境対策課
	〒324-0041
大田原市本町2-2828-4
0287-22-2277
	大田原市、矢板市、那須塩原市、
さくら市、那須烏山市、塩谷町、
高根沢町、那須町、那珂川町

	県南環境森林事務所
　環境部環境対策課
	〒327-8503
佐野市堀米町607
0283-23-4445
	足利市、佐野市

	小山環境管理事務所
　　　　環境対策課
	〒323-0811
小山市犬塚3-1-1
0285-22-4309
	栃木市、小山市、下野市、壬生町、
野木町

	資源循環推進課
審査指導班
	〒320-8501

宇都宮市塙田1-1-20

028-623-3154
	宇都宮市、栃木県外


